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第三者調査委員会による調査の状況に関するお知らせ 

 

 

 当社は、2023年９月29日付け「調査委員会設置のお知らせ」及び2023年10月６日付け「第三者調査委員会の委

員選任に関するお知らせ」に記載のとおり、公表済みの決算に関して不適切な会計処理がある旨の疑義が生じて

いると会計監査人から指摘されたことを受け、第三者調査委員会を設置し、第三者調査委員会による調査が開始

されており、現時点までの調査の状況は以下のとおりとなっております。 

 

記 

 

１．本件事案の概要 

 当社は、2023年９月29日付け「調査委員会設置のお知らせ」にてお知らせしたとおり、公表済みの決算に

関して不適切な会計処理がある旨の疑義が生じていると会計監査人から指摘されたことを受け、第三者調査

委員会を設置し、第三者調査委員会による調査が10月６日より開始されております。 

 そして、2023年12月22日付け「第21回定時株主総会議案における剰余金の配当及び定款一部変更の撤回に

関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、第三者調査委員会による調査が現在進行中で、まだ一定の時間

を要する見込みであり、その調査報告書を受領した後に決算数値を確定させることから、決算関連手続きが

完了しておりません。 

 なお、2023年10月６日付け「第三者調査委員会の委員選任に関するお知らせ」で公表しておりますが、調

査委員会設置および調査委員選任を受けて、今回の指摘事項は主に売上計上の時期に関する内容である旨を

監査法人から調査委員会へ伝えられたことを確認しております。その対象期間や金額等の影響については、

第三者調査委員会にて判断するものとなり、現時点では不明であります。また、2023年８月24日付け「過去

の保険金請求に関する自主調査の経過報告ならびにお客様専用相談窓口設置のお知らせ」に関連する「過去

の保険金請求に関する調査」は、今回の調査委員会の調査対象には含まれない旨についても確認しておりま

す。 

 

 第三者調査委員会においては、会計帳簿及び各種関連書類の分析、関係者及び取引先のヒアリングの実

施、第三者調査委員会の調査の目的を達成するために必要な情報を有している可能性がある役職員及びその

他の関係者について業務上利用されているメールサーバー等のデジタルフォレンジックの実施、ヒアリング

対象者から提供を受けた資料及びデジタルフォレンジックで検出された資料の内容の調査、役職員に向けた

アンケ―ト調査の実施等を行っております。 

 



２．今後の見通し 

  第三者調査委員会の調査報告書につきましては、受領後速やかに公表いたします。 

  本件調査の結果並びに当該結果を踏まえて行われる、当社における本件事案に係る会計処理の妥当性の分析

及び評価に基づき、本件事案の範囲と影響額を確認し、財務諸表を最終確定する必要があります。そのた

め、当社は、当社の連結財務諸表及び財務諸表の作成及び会計監査人による監査手続きを完了することがで

きず、第21期（2023年９月期）有価証券報告書提出の法定期限である2024年１月４日までに当該有価証券報

告書を提出できない見込みとなりました。今後につきましては、関係当局と調整のうえで対応し、詳細が決

定次第、速やかにお知らせいたします。 

 

  株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、

深くお詫び申し上げます。当社としましては、第三者調査委員会、監査法人に全面的に協力し、一日も早く

決算確定を行えるよう鋭意努力してまいる所存です。 

以上 


